
 

 

令和２年（２０２０年）２月２８日 

新型コロナウイルス感染症危機対策本部 

 

 

新型コロナウイルス感染症に対する市の対応について（情報提供） 

 

 本日、「第 4 回新型コロナウイルス感染症危機管理本部会議」を開催し、市立小・中学校の臨時

休校及び子どもの居場所に係る対応や、各部の対応状況等について情報を共有するとともに、今後

の対応を協議しました。 

記 

 

１ 市立小・中学校の臨時休業及び子どもの居場所に係る対応について 

【市立小・中学校について】 

  ・児童・生徒の安全を第一に考え 3月 2日から春休みまで市立小・中学校を臨時休業とする。 

  ・本日朝、全小・中学校長を集めて教育長・部長から説明を行った。 

  ※今後の動向により、休業期間は変更になることがある。 

  ※臨時休業期間中の対応に係る詳細については調整中。 

※卒業式・入学式を実施した場合の式典対応について 

  ・式典を実施する場合、来賓及び教育委員会祝辞代読者の出席を取りやめる。 

  ・教育委員会の祝辞については、教育委員会から各学校に送付する祝辞の学校内への掲示等で

対応する。 

 

【子どもの居場所について】 

  ・学童保育所…就労等により家庭で保育ができない児童を対象に、8 時 30 分から 18 時 30 分

まで受け入れる。 

  ・児童館…閉館する。 

  ・幼稚園…原則休園するが、やむを得ない事情がある場合は預かり保育を行う。 

  ・保育所…平常どおり運営する。 

  ・放課後子ども教室…3月 2日からの 1週間は実施せず、その後の対応は来週決定する。 

 

２ 新たに休館する施設等について（主なもの） 

  ・高尾 599ミュージアム（外トイレ・足洗い場は開放） 

・夕やけ小やけふれあいの里（一部）  

・農村環境改善センター 等  

  ※ホームページで随時更新 

  

３ 議会日程について 

  議会運営委員会において議会日程を短縮することとした。（3月 4日の本会議で決定） 

 


